
（
新
旧
対
照
表
・
専
修
学
校
各
種
学
校
関
係
部
分
）

学
校
教
育
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

改

正

案

現

行

第
七
章
の
二

専
修
学
校

第
十
一
章

専
修
学
校

第
百
二
十
四
条

（
略
）

第
八
十
二
条
の
二

（
略
）

第
百
二
十
五
条

（
略
）

第
八
十
二
条
の
三

（
略
）

第
百
二
十
六
条

（
略
）

第
八
十
二
条
の
四

（
略
）

第
百
二
十
七
条

専
修
学
校
は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
ほ
か
、
次
に
該
当
す
る

第
八
十
二
条
の
五

専
修
学
校
は
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に

者
で
な
け
れ
ば
、
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
、
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

第
百
二
十
八
条

専
修
学
校
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
文
部
科
学
大
臣
の
定

第
八
十
二
条
の
六

専
修
学
校
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
文
部
科
学

め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

大
臣
の
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

（
略
）

一
～
三

（
略
）

四

目
的
又
は
課
程
の
種
類
に
応
じ
た
教
育
課
程
及
び
編
制
の
大
綱

四

目
的
又
は
課
程
の
種
類
に
応
じ
た
教
科
及
び
編
制
の
大
綱

第
百
二
十
九
条

（
略
）

第
八
十
二
条
の
七

（
略
）



第
百
三
十
条

（
略
）

第
八
十
二
条
の
八

（
略
）

②

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
専
修
学
校
の
設
置
（
高
等

②

都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
又
は
都
道
府
県
知
事
は
、
専
修
学
校
の
設
置
（
高
等

課
程
、
専
門
課
程
又
は
一
般
課
程
の
設
置
を
含
む
。
）
の
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た

課
程
、
専
門
課
程
又
は
一
般
課
程
の
設
置
を
含
む
。
）
の
認
可
の
申
請
が
あ
つ
た

と
き
は
、
申
請
の
内
容
が
第
百
二
十
四
条
、
第
百
二
十
五
条
及
び
前
三
条
の
基
準

と
き
は
、
申
請
の
内
容
が
第
八
十
二
条
の
二
、
第
八
十
二
条
の
三
及
び
前
三
条
の

に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
た
上
で
、
認
可
に
関
す
る
処
分
を
し
な
け
れ
ば

基
準
に
適
合
す
る
か
ど
う
か
を
審
査
し
た
上
で
、
認
可
に
関
す
る
処
分
を
し
な
け

な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

③
・
④

（
略
）

③
・
④

（
略
）

第
百
三
十
一
条

（
略
）

第
八
十
二
条
の
九

（
略
）

第
百
三
十
二
条

専
修
学
校
の
専
門
課
程
（
修
業
年
限
が
二
年
以
上
で
あ
る
こ
と
そ

第
八
十
二
条
の
十

専
修
学
校
の
専
門
課
程
（
修
業
年
限
が
二
年
以
上
で
あ
る
こ
と

の
他
の
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
を
修
了
し
た

そ
の
他
の
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
基
準
を
満
た
す
も
の
に
限
る
。
）
を
修
了
し

者
（
第
九
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
限
る
。
）
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
定
め

た
者
（
第
五
十
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
限
る
。
）
は
、
文
部
科
学
大
臣
の

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
大
学
に
編
入
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
大
学
に
編
入
学
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
三
十
三
条

第
五
条
、
第
六
条
、
第
九
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
第
四
十
二

第
八
十
二
条
の
十
一

第
五
条
、
第
六
条
、
第
九
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
第
三

条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
専
修
学
校
に
、
第
百
五
条
の
規
定
は
専
門
課

十
四
条
の
規
定
は
、
専
修
学
校
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
中

程
を
置
く
専
修
学
校
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
条
中
「
大
学
及

「
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
に
あ
つ
て
は
文
部
科
学
大
臣
に
、
大
学
及
び
高
等
専

び
高
等
専
門
学
校
に
あ
つ
て
は
文
部
科
学
大
臣
に
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以

門
学
校
以
外
の
学
校
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知
事
に
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県

外
の
学
校
に
あ
つ
て
は
都
道
府
県
知
事
に
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
知
事
に
」

知
事
に
」
と
、
第
十
三
条
中
「
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
学
校
」
と
あ
る
の

と
、
第
十
三
条
中
「
第
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
学
校
」
と
あ
る
の
は
「
市
町

は
「
市
町
村
の
設
置
す
る
専
修
学
校
又
は
私
立
の
専
修
学
校
」
と
、
「
同
項
各
号

村
の
設
置
す
る
専
修
学
校
又
は
私
立
の
専
修
学
校
」
と
、
「
同
項
各
号
に
定
め
る

に
定
め
る
者
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
又
は
都
道
府
県
知
事
」



者
」
と
あ
る
の
は
「
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
同
条

と
、
同
条
第
二
号
中
「
そ
の
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会

第
二
号
中
「
そ
の
者
」
と
あ
る
の
は
「
当
該
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
又
は
都
道

又
は
都
道
府
県
知
事
」
と
、
第
十
四
条
中
「
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
市

府
県
知
事
」
と
、
第
十
四
条
中
「
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校
以
外
の
市
町
村
の
設

町
村
の
設
置
す
る
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
、
大
学
及
び
高
等

置
す
る
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
、
大
学
及
び
高
等
専
門
学
校

専
門
学
校
以
外
の
私
立
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
市
町

以
外
の
私
立
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
」
と
あ
る
の
は
「
市
町
村
の
設
置

村
の
設
置
す
る
専
修
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
、
私
立
の
専
修

す
る
専
修
学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
の
教
育
委
員
会
、
私
立
の
専
修
学
校
に
つ

学
校
に
つ
い
て
は
都
道
府
県
知
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

い
て
は
都
道
府
県
知
事
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

②

（
略
）

②

（
略
）

第
十
二
章

雑
則

第
八
章

雑
則

第
百
三
十
四
条

第
一
条
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
、
学
校
教
育
に
類
す
る
教

第
八
十
三
条

第
一
条
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
、
学
校
教
育
に
類
す
る
教
育

育
を
行
う
も
の
（
当
該
教
育
を
行
う
に
つ
き
他
の
法
律
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
も

を
行
う
も
の
（
当
該
教
育
を
行
う
に
つ
き
他
の
法
律
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
も
の

の
及
び
第
百
二
十
四
条
に
規
定
す
る
専
修
学
校
の
教
育
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）

及
び
第
八
十
二
条
の
二
に
規
定
す
る
専
修
学
校
の
教
育
を
行
う
も
の
を
除
く
。
）

は
、
各
種
学
校
と
す
る
。

は
、
こ
れ
を
各
種
学
校
と
す
る
。

②

第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、

②

第
四
条
第
一
項
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
九
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
、

第
十
三
条
、
第
十
四
条
及
び
第
四
十
二
条
か
ら
第
四
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
、
各

第
十
三
条
、
第
十
四
条
及
び
第
三
十
四
条
の
規
定
は
、
各
種
学
校
に
、
こ
れ
を
準

種
学
校
に
準
用
す
る
。

（
後
略
）

用
す
る
。

（
後
略
）

③

（
略
）

③

（
略
）



（
参
考
）

第
四
十
二
条

小
学
校
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
小
学
校

の
教
育
活
動
そ
の
他
の
学
校
運
営
の
状
況
に
つ
い
て
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
に

基
づ
き
学
校
運
営
の
改
善
を
図
る
た
め
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
そ

の
教
育
水
準
の
向
上
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
十
三
条

小
学
校
は
、
当
該
小
学
校
に
関
す
る
保
護
者
及
び
地
域
住
民
そ
の
他

の
関
係
者
の
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
者
と
の
連
携
及
び
協
力
の
推

進
に
資
す
る
た
め
、
当
該
小
学
校
の
教
育
活
動
そ
の
他
の
学
校
運
営
の
状
況
に
関

す
る
情
報
を
積
極
的
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

第
百
五
条

大
学
は
、
文
部
科
学
大
臣
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
大
学
の
学

生
以
外
の
者
を
対
象
と
し
た
特
別
の
課
程
を
編
成
し
、
こ
れ
を
修
了
し
た
者
に
対

し
、
修
了
の
事
実
を
証
す
る
証
明
書
を
交
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


